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住宅金融支援機構について

業務概要
住宅金融支援機構では、民間金融機関による全期間固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務を業

務の柱とするほか、民間金融機関の住宅ローンの円滑な供給を促進する住宅融資保険業務や、政策上重要で民間金
融機関では対応が困難な分野への融資業務などを行っています。

これらにより、お客さまの住生活の基盤となる住宅の建設等に必要な住宅ローンを円滑かつ効率的に提供するこ
とにより、住生活の向上に取り組み、組織の社会的責任（CSR）を果たしています。

●❶ 証券化支援業務（ の提供）

民間金融機関が全期間固定金利の住宅ローンを供給できるよう、次の方法により支援
・  「フラット３５（買取型）」： 民間金融機関の全期間固定金利の住宅ローンを買い受け、住宅金融支援機構が証券

化を実施
・  「フラット３５（保証型）」： 住宅金融支援機構の保険が付された全期間固定金利の住宅ローンについて、民間金融

機関が証券化を行うとともに、住宅金融支援機構が投資家に対する元利払いを保証
 （32ページ参照）

●❷ 住宅融資保険業務
民間金融機関の住宅ローンが不測の事態により事故となった場合に、あらかじめ締結した保険契約に基づき民間金
融機関に保険金を支払うことにより、民間金融機関の住宅ローンの円滑な供給を支援 （37ページ参照）

●❸ 融資業務（災害復興住宅融資、まちづくり融資等の政策融資）
東日本大震災等の被災住宅の再建、市街地再開発事業やマンションの建替え、耐震改修等、都市機能の更新や防災
機能の向上に寄与する事業、更に子育て世帯や高齢者の居住の安定に資する賃貸住宅の供給促進を機構による直接
融資を通じて支援 （38ページ参照）

●❹ 団体信用生命保険等業務
「フラット３５（買取型）」又は機構融資等を利用している方で、加入された方が死亡・高度障害等となった場合に
生命保険会社等から支払われる保険金等により、残りの住宅ローンが弁済される安心を提供 （45ページ参照）

●❺ 良質住宅の普及・推進
「フラット３５」及び機構融資の要件の一つとして定める住宅の技術基準により、良質住宅の普及・推進への取組
を実施 （46ページ参照）

●❻ 債権管理業務
返済困難者に対する返済条件の変更等のきめ細かな対応を進めつつ、延滞債権を削減するなど、適切な債権管理を
実施 （48ページ参照）

●❼ 住宅金融に関する調査研究
国内外の住宅金融市場に関する調査研究等を実施 （50ページ参照）

平成❷❻年度 実績 平成❷❼年度 当初計画

証券化支援業務
（「フラット３５」の提供）

買取型：1兆❻,❼❷❷億円（❻❹,❼❼⓪戸）
保証型：－

買取型：3兆❶⓪❸億円（❶❶❼,⓪⓪⓪戸）
保証型： ❷❺❼億円（❶,⓪⓪⓪戸）

住宅融資保険業務
保険契約：❶❷❻機関、❷,❾❼❹億円
保険成立：❷❾,❸❹⓪件、❷,❶❾❶億円
保険存続：❶❸❺,❼❻❽件、２兆❷,❷⓪❾億円

保険契約の限度額：❹,❺❸❽億円

融資業務 ❶,❼❹❺億円（❶❼,❽❾❻戸） ❸,❼❽❶億円（❷❽,❸❶⓪戸）
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│業務概要│経営理念│

経営理念

私たちは、

自立的で、透明性・効率性の高い経営のもと、

顧客価値の創造を目指して多様な金融サービスを

提供することにより、

住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、

我が国の住生活の向上に貢献します。

シンボルマークのコンセプト
家を支える柱をＪＨＦで表現しています。大地を示すラインは
躍動感を、そして全体をまとめる球体が安心と広がりを感じさ
せます。緑色は成長や生命力を表します。ＪＨＦが家と融合し
た、シンボルです。
※「住宅金融支援機構」の英字表記がJapan Housing Finance Agencyで

あり、その略称がＪＨＦです。なお、日本語の略称は「住宅金融機構」です。

１. 本誌は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成13年
法律第140号）の趣旨を踏まえて作成しています。

２. 本誌の計数について
（1） 単位未満の計数

　金額の単位未満は四捨五入しています。また、比率（％）は原則とし
て小数点第2位を四捨五入しています。したがって、合計欄の計数は、
内訳を集計した計数と一致しないことがあります。

（2） 表示方法
　単位に満たない場合は「0」と、計数の全くない場合は「－」と表示
しています。

３. 本 誌 を 含 む 住 宅 金 融 支 援 機 構 に 関 す る 情 報 は、ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.jhf.go.jp）に掲載しています。

１. 本誌は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平
成13年法律第140号）の趣旨を踏まえて作成しています。

２. 本誌の計数について
（1） 単位未満の計数

　金額の単位未満は四捨五入しています。また、比率（％）は原
則として小数点第2位を四捨五入しています。したがって、合計
欄の計数は、内訳を集計した計数と一致しないことがあります。

（2） 表示方法
　単位に満たない場合は「0」と、計数の全くない場合は「－」
と表示しています。

３. 本誌を含む住宅金融支援機構に関する情報は、ホームページ
（http://www.jhf.go.jp）に掲載しています。

シンボルマークのコンセプト

家を支える柱をＪＨＦで表現しています。大地を示すラインは躍動感を、そして全体を
まとめる球体が安心と広がりを感じさせます。緑色は成長や生命力を表します。ＪＨＦが
家と融合した、シンボルです。
※　「住宅金融支援機構」の英字表記が Japan Housing Finance Agency であり、その略称がＪＨＦです。なお、

日本語の略称は「住宅金融機構」です。


